
主な要件・留意事項
（１）お住まいの市町村やＪＡなどが事務局を務める地域農業再生協議会が、産地と実需者が

連携して新市場開拓や加工等に取り組むプランを策定し、農業者がそのプランに位置づ
けられていること。

（ ２ ） 農業者又は農業者と出荷契約を締結する集出荷事業者等が実需者と販売契約を締結する
又は出荷契約・販売契約を締結する計画を有していること。

（３）本事業で支援を受けた水田の面積については、令和７年度の水田活用の直接支払交付金
の戦略作物助成（加工用米:２万円/10a、米粉用米：5.5万円～10.5万円/10a）及び都道府
県に対する産地交付金の取組に応じた追加配分（新市場開拓用米:２万円/10a）の対象面積
から除きます。

（ ４ ） 本事業は農業経営基盤強化準備金制度の対象です。

本事業は、令和７年度当初予算の成立を前提としており、今後変更の可能性があります。

（令和７年１月６日時点）

水田農業を営む農業者の皆様へ
コメ新市場開拓等促進事業（予 算 額 ： １ １ ０ 億 円 ）のご案内

事業の概要
需要拡大が期待される作物を生産する農業へと転換するため、実需者

ニーズに応じた価格・品質等に対応するために必要となる低コスト生
産等の取組を行う農業者の皆様を支援します。

支援内容

➣対象者

水田※において対象作物を生産する販売農家・集落営農

※ 水田活用の直接支払交付金の交付対象水田

➣対象作物・単価
作物毎に定める低コスト生産等（次ページ参照）の取組面積に応じて、以下の
単価で支援します。

対象作物（令和７年産 基幹作） 単価

新市場開拓用米 ４万円／10a

加工用米 ３万円／10a

米粉用米（パン・めん専用品種） ９万円／10a
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・低コスト生産等の取組を行う際には、以下に記載する取組基準等の詳細をご確認ください。
・ 品 目 毎 に確実に実施する取組を３つ以上選択※し て く だ さ い 。

※実際に行った取組メニューが３つ以上となる必要がありますので、ほ場の状況等により作業が不要となる

可能性のある取組メニューを選択する際にはご注意ください。

・都道府県農業再生協議会が品目毎に地域特認メニューを設定することも可能です。

▽ 新市場開拓米、加工用米、米粉用米（共通）
※品目毎に３つ以上選択 してください。

取組メニュー 取組内容・取組基準
①直播栽培 湛水直播栽培や乾田直播栽培

・育苗作業を省略し、直播に対応した播種機等を用いて種もみ

を直接ほ場に播種する栽培を行うこと

②疎植栽培 地域の慣行栽培における移植密度に比べ密度を低くし、移植に

要する苗箱数を減らす取組

・疎植に対応した田植機を使用し、苗の移植密度を地域の慣行レ

ベルの80％以下又は50株/坪（ 1 5 . 2 株/㎡）以下とすること※

※都道府県等の栽培指針等に疎植の基準が示されている場合はこれによ

ることができることとする

③高密度播種育苗栽培 地域の慣行栽培における育苗密度に比べ密度を高くし、移植に

要する苗箱数を減らす取組

・ 慣 行 栽 培 （乾 籾 100～150g（催芽籾125～187g））よ り 育 苗

密度が高くなるよう、乾籾250～300g（催芽籾312～375g）

を播種・育苗し、高密度播種育苗に対応した田植機を用いて移

植すること

➃プール育苗 プールを設置し、プール内に苗箱を置き湛水状態で行う育苗

⑤温湯種子消毒 農薬を使用せず、約60℃の温湯に種籾を浸漬し、種子消毒を行

う取組

⑥効率的な移植栽培 無代掻き移植栽培、乳苗移植栽培

・無代掻き移植栽培※１、乳苗移植栽培※２のいずれかに取り組む

こ と

※１：耕耘砕土後に入水し、しばらく放置した後、代掻きを行わずに苗

を移植する

※２：葉齢が２葉未満の苗（乳苗。育苗日数は７～10日程度）を移植

する

⑦作期分散 作期の異なる複数品種を作付けし、作期を分散する取組

・農業経営体の水稲生産全体の中で、上記の取組を行うこと。必ずし

も新市場開拓用米、加工用米又は米粉用米だけで複数品種を作付

けし、作期を分散する必要はない

⑧土壌診断等を踏まえた

施肥・土づくり

土壌診断等に基づく施肥、有機質資材や土壌改良資材の施用

・ ｐ H 、窒素、リン、カリについて分析を行う土壌診断又は葉緑

素計を用いた葉色診断の結果に基づいて、肥料や有機質資材、

土壌改良資材を施用すること

低コスト生産等の取組メニューについて
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取組メニュー 取組内容・取組基準
⑨効率的な施肥 流し込み施肥、育苗箱全量施肥、側条施肥

・流し込み施肥※ １ 、育苗箱全量施肥※ ２ 、側条施肥※ ３ のいずれ

かに取り組むこと

※１：水口に流し込み施肥用の装置を設置し、肥料を灌漑水とともに流

し込む

※２：苗箱内に層状に施肥する機械又は肥料と床土を均等に混合する

機械を使用し、苗箱内に１作期分の肥効調節型肥料を施用する

※３：側条施肥に対応した田植機を使用し、移植と同時に株溝の土中にす

じ状に肥効調節型肥料を施用する

⑩効率的な農薬処理 播種時同時処理、田植え同時処理

・播種時同時処理※１、田植え同時処理※２のいずれかに取り組

むこと

※１：専用の機械を使用し、播種と同時に農薬を処理する

※２：専用の機械を使用し、移植作業と同時に農薬を処理する

⑪化学肥料の使用量削減 堆肥利用等により、化学肥料の使用量の30％以上削減

⑫化学農薬の使用量削減 総合的な防除体系の確立等により、化学農薬の使用量の50％以

上削減
⑬多収品種の導入

※米粉用米（パン・めん

専用品種）は除く

多収品種の作付け

・「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」に規定

されている多収品種を作付すること

⑭農業機械の共同利用 地域における農業機械の共同利用やシェアリングサービスの活

用

⑮スマート農業機器の活用 ドローンや水管理システム等の活用

⑯ほ場由来の温室効果ガス

の削減

ほ場由来のメタン発生量の削減に向けた取組の実施

・長期中干し（地域の慣行日数に対して7日間以上延長）、秋

耕、のいずれかに取り組むこと

⑰ほ場への炭素貯留 ほ場への炭素貯留に向けた取組を実施

・バイオ炭の施用、不耕起又は省耕起栽培、のいずれかに取り

組むこと

⑱ケイ酸質肥料の散布

※米粉用米（パン・めん

専用品種）は除く

【地域特認】

ケイ酸質肥料の適正量散布または流し込み施用

⑲省力的な農薬散布

※米粉用米（パン・めん

専用品種）は除く

【地域特認】

背負動力散布機を使用せず、フロアブル剤、パック剤、豆粒剤等を

使った投げ込み又は流し込みの方法

品目毎に、都道府県農業再生協議会が地域特認メニューを設定することも
可能。

▽ 新市場開拓米、加工用米、米粉用米（共通）

※品目毎に３つ以上選択 してください。
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北海道農政事務所 生産支援課

011-350-7658

東北農政局 生産振興課

022-221-6169

関東農政局 生産振興課

農林水産省

都道府県農業
再生協議会

地域農業
再生協議会

プランの提出
実施計画
申請・承認

その他
• 本パンフレットは、支援対象となりうる農業者の皆様に支援内容を速やかにお知らせす

ることを目的として作成したものです。

• 本事業は、申請内容を踏まえて審査の上、予算の範囲内で支援対象となる地域農業再生
協議会が決定される交付金です。

お問合せ先

支払い

計画書の提出

農業者

北陸農政局 生産振興課

076-232-4302

東海農政局 生産振興課

052-223-4622

近畿農政局 生産振興課

中国四国農政局 生産振興課

086-224-9411

九州農政局 生産振興課

096-300-6216

内閣府沖縄総合事務局 生産振興課

採択

申請

営農計画書、
交付申請書の取りまとめ

Ｑ＆Ａ

Q１．事業の申請要件について、前年度の本事業と同様に、低コスト生産等の取組を行わな
ければならないのでしょうか？

* 本事業に取り組む場合、前年度の本事業と同様に、各品目において設定された取組メニ
ューの中から3つ以上の取組を実施していただく必要があります。

Q２．低コスト生産等の取組を行った根拠書類として、どのようなものが必要ですか？

* 取組を講じたことが分かる書類（農業者が作成する作業日誌、栽培管理記録簿等）及
び当該取組に用いた資材の入手状況が分かる資料（購入伝票等）が必要です。また、これ
らの根拠書類で、取組を実施した日付、農地、取組面積、取組内容、取組に用いた資材名
・使用量等が特定できることが必要です。

Q３．低コスト生産等の取組はいつから実施するものが対象となるのですか？

* 要望調査の開始日（令和７年１月６日）以降の令和７年産（基幹作）の取組が対象
になります。

Q４．農業者はいつまでに何を、どこに申請すれば良いのですか？

* 農林水産省の締切は令和７年４月３０日としておりますが、地域毎の具体的な申請受付
時期・締切はそれぞれ異なります。農業者の皆様には地域農業再生協議会に低コス ト生
産等の取組内容や取組面積、販売契約を結んでいる実需者名などを記載した
計画書を提出していただきます。

事業の流れ

098-866-1653075-414-9020048-740-0408
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